
 

 

 

 

平 成 ２ ６ 年 度  事 業 計 画 書 

 

自  平成２６年 １月 １日 

至  平成２６年１２月３１日 

 

 Ⅰ．事 業 方 針 

 金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グループ」によ

って公表された報告書は、これからの保険代理店経営を大きく方向変換させる内容となって

います。 報告では、保険販売チャネルの多様化と大型化など保険募集環境が変化している

ことを踏まえ、保険の募集・販売ルールの見直しが行われました。募集に係る主な見直しは

以下となります。 

○保険募集の基本的ルールの創設 

・意向把握の義務化 

＜顧客の意向に沿った商品を提案する等の一般原則を明文化する＞ 

・情報提供義務の法定化 

 ＜保険募集時に商品情報等の説明を行うことを法令において求める＞ 

○保険募集人の義務 

・保険募集人の体制整備義務の導入 

 ＜保険代理店自身に対しても、法令等遵守のための体制整備を義務づける＞ 

・乗合代理店に係る規制の見直し 

 ＜複数保険商品の中から比較推奨販売を行う場合に、推奨理由の説明等を義務づける＞ 

・保険募集人の業務委託先管理責任 

 ★委託型募集人は、業法で禁じている再委託となるため認められなくなった。 

 

これまで、保険会社が保険募集の体制整備の中に委託する代理店と募集人の体制整備も含

めて管轄し、保険会社が募集人の教育やコンプライアンスを指導監督してきましたが、大

型保険代理店は保険会社の管轄を上回る力を持つようになり、金融庁が直接指導監督でき

る国の法整備が行われることになります。 

中小代理店の集まりである協同組合にもその影響はおよびますが、この法改正をしっかり

と理解し前向きに対応していくことで代理店の自立と自律に結び付けることができます。 

当協同組合でも、「意向把握義務」「情報提供義務」を見据え全保連とも協力して体制整備

のスキームを創っていきます。 

 



 

 Ⅱ．事 業 計 画 

 

   １．共同受注の事業 

     ① 自治体の関与する保険の斡旋 

       自治体が行う入札物件に係る保険のコンサルタント事業の検討を含む 

     ② その他団体への保険の斡旋 

 

   ２．組合員のためにする事業資金の転貸事業 

金融機関より資金を借入れ、組合員に事業資金として転貸する事業 

① 借入れ先     株式会社 商工組合中央金庫 

② 貸付利率          4.0％ 

③ 借入れ利率          3.5％ 

 

    ３．全国保険代理業協同組合連合会が行政に対して行う請願、陳情への支援事業 

 

    ４．団体協約の締結 

      組合員事業に対する不当な行為に対して改善を申入れ、協約を締結する事業 

 

    ５．組合員に対する教育、広報、経営改善のためのセミナー開催等の事業 

     ａ．保険業界の動向および関連する事項について、各方面の専門家を招き 

        各種セミナーの開催 

     ｂ．組合員の顧客先等が扱う商品情報の収集と提供 

      c ．インターネットのホームページの保守と情報交換の事業 

 

６．各地保険代理業協同組合との情報交換の事業 

 

７．他の同業団体との情報交換の事業 

 

８．労働保険事務組合の運営と労働保険の普及事業 

 

９．組合員のためにする販売促進事業 

    市場開拓に関する情報の収集と提供 

 

10．組合員の福利厚生に関する事業 

   ａ．懇親会等を開催し、組合員間の相互の親睦を図る 

  ｂ．組合員に対する慶弔見舞 

 


